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本県の現状と課題について 

 

１ 本県の子どもを取り巻く現状と課題 

 

(1) 年少人口の減少と少子化 

本県の年少人口（0～14 歳以下）は、平成２年の 137 万人から平成 29 年は 112 万人となってい

る。合計特殊出生率は1.34で全国平均を下回り、また、妻の初婚年齢は、ここ数年は横ばいの傾

向にあり、平成 29年は 31.8 歳となっている。 

 

■  年少人口・合計特殊出生率・妻の初婚年齢の状況（神奈川県）     (  )は全国平均 

 平成２年 平成７年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

年少人口 
[０～14 歳] 

1,376 千人 1,232 千人 1,184 千人 1,185 千人 1,188 千人 

合計 
特殊出生率 

1.45 

(1.54) 

1.34 

（1.42） 

1.28 

（1.36） 

1.19 

(1.26) 

1.31 

（1.39) 

妻の 
初婚年齢 

26.2 歳 

(25.9) 

26.7 歳 

(26.3) 

27.6 歳 

(27.0) 

28.6 歳 

(28.0) 

29.4 歳 

(28.8) 

 

 平成 25 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 

年少人口 
[０～14 歳] 

1,170 千人 1,141 千人 1,138 千人 1,128 千人 

合計 
特殊出生率 

1.31 

（1.43） 

1.39 

(1.45) 

1.36 

(1.44) 

1.34 

(1.43) 

妻の 
初婚年齢 

29.9 歳 

（29.3） 

31.9 歳 

(29.4) 

31.9 歳 

（29.4) 

31.8 歳 

（29.4) 

（出典：年少人口は国勢調査確定数の日本人人口を基に作成（平成 28、29 年は平成 27年国勢調査結果 

による推計）。合計特殊出生率、妻の初婚年齢は人口動態調査（厚生労働省）を基に作成） 

 

「子どもの貧困率」について 

貧困線（等価可処分所得の中央値の半分）を下回る子どもの割合を、「子どもの貧困率」と

いう。政府の調査によると、日本の子どもの貧困率は 13.9％で、およそ７人に 1 人の子どもが

平均的な生活水準の半分以下で暮らしているとしている。 

子どもがいる現役世帯（世帯主が 18 歳以上 65 歳未満の世帯）では、大人が２人以上の世帯

の場合の相対的貧困率が10～12%程度であるのに対して、大人が1人の世帯の貧困率は50%を超

えている。 

このことから、特にひとり親世帯は、就労していても経済的に苦しい傾向にあることがうか

がえる。 
 

[全国] 貧困率の状況  （平成 28 年国民生活基礎調査より抜粋） 

 平成 12 年 平成 15 年 平成 18 年 平成 21 年 平成 24 年 平成 27 年 

相対的貧困率 15.3% 14.9% 15.7% 16.0% 16.1% 15.6% 

子どもの貧困率 14.4% 13.7% 14.2% 15.7% 16.3% 13.9% 

子どもがいる現役世帯 13.0% 12.5% 12.2% 14.6% 15.1% 12.9% 

 大人が１人 58.2% 58.7% 54.3% 50.8% 54.6% 50.8% 

大人が２人以上 11.5% 10.5% 10.2% 12.7% 12.4% 10.7% 

貧困線 137 万円 130 万円 127 万円 125 万円 122 万円 122 万円 
 

※大人とは 18 歳以上の者、子どもは 17 歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が 18 歳以上 65 歳未満

の世帯をいう 

平成30年11月 県子ども支援課作成
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(2) 進学者数・進学率 

中学校卒業者の高等学校等進学率は 99.1％となっており、ほとんどの子どもは高等学校に進学

する。 

高等学校等卒業者の大学等進学率は 61.0％、就職率は 8.4％である。 

一方、生活保護世帯の子どもや児童養護施設の子どもの高等学校等進学率は全体と比べると低

く、また、就職率は高い割合となっている。 

 

■ 中学校・高等学校等卒業者の進学率、就職率の推移（神奈川県） （ ）内は全国の割合 

 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

中学校卒業者
総数 74,367 名 73,738 名 74,658 名 78,229 名 75,994 名 77,472 名 

 

高 等 学 校

等進学率 

97.4% 

(97.7%) 

97.7% 

(97.8%) 

97.8% 

(97.9%) 

98.2% 

(98.0%) 

98.4% 

(98.2%) 

98.1% 

(98.3%) 

就職率 
0.7% 

(0.7%) 

0.6% 

(0.7%) 

0.5% 

(0.5%) 

0.3% 

(0.4%) 

0.3% 

(0.4%) 

0.4% 

(0.4%) 

高等学校等 

卒業者総数 
63,351 名 59,489 名 59,025 名 60,868 名 60,440 名 

61,420 名 

 

大学等 

進学率 

57.2% 

(51.2%) 

60.3% 

(52.8%) 

61.2% 

(53.9%) 

61.8% 

(54.3%) 

60.8% 

(53.9%) 

60.6% 

(53.5%) 

就職率 
9.7% 

(18.5%) 

9.9% 

(19.0%) 

9.3% 

(18.2%) 

7.8% 

(15.8%) 

7.5% 

(16.3%) 

7.4% 

(16.8%) 

 

 

 

※高等学校等卒業者のうち、大学等進学・就職以外の進路としては、専修学校や公共職業能力開発施設入学者、一時的 

な仕事に就いた者、死亡・不詳がある。  

 平成24 年度 平成 25 年度 平成26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

中学校卒業者
総数 78,468 名 79,734 名 78,931 名 79,314 78,659 77,611 

 

高等学校等

進学率 

98.2% 

(98.4%) 

98.6% 

(98.4%) 

98.6% 

(98.5%) 

98.9% 

(98.7%) 

98.9% 

(98.8％) 

99.1% 

(98.8％) 

就職率 
0.3% 

(0.4%) 

0.2% 

(0.4%) 

0.2% 

(0.4%) 

0.2% 

(0.3%) 

0.2% 

(0.3％) 

0.1% 

(0.2％) 

高等学校等 

卒業者総数 
64,534 名 64,534 名 63,150 名 65,311 名 66,400 名 66,244 名 

 

大学等 

進学率 

60.2% 

(53.2%) 

61.0% 

(53.8%) 

61.7% 

(54.5%) 

61.5% 

(54.7%) 

61.3% 

(54.7%) 

61.0% 

(54.7%) 

就職率 
7.7% 

(17.0%) 

7.8% 

(17.5%) 

8.1% 

(17.8%) 

8.5% 

(17.9%) 

8.6% 

(17.8%) 

8.4% 

(17.6%) 

  （出典：神奈川県学校基本調査、学校基本調査（文部科学省）を基に作成） 
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■ 生活保護世帯・児童養護施設の子どもの進学率、就職率（神奈川県・全国） 

（平成 29 年４月１日現在） 

 
中学校等を卒業した子ども 高等学校等を卒業した子ども 

高等学校等 
進学率 

就職率 
大学等 
進学率 

就職率 

生活保護世帯

の子ども 

神奈川県 96.1% 0.5% 37.9% 40.1% 

全国 93.6% 1.3% 35.3% 47.9% 

児童養護施設

等の子ども 

神奈川県 97% 1.5% 19.6% 78.3% 

全国 98.1% 1.1% 27.1% 67.2% 

※神奈川県データについて、生活保護世帯の子どもは政令市・中核市を含むが、児童養護施設

等の子どもは、政令市・中核市を含んでいない 

※大学等進学率には、専修学校等への進学を含む。 

 

（中学校等を卒業した子ども） 

   

 

 

 

 

 

 

 

（高等学校等を卒業した子ども） 
 

    

（高等学校等を卒業した子ども） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※平成 28 年度のデータにより比較 

 

  

98.9%
96.1% 97%

80.0%

90.0%

100.0%

全体 生活保護世帯 児童養護施設

高校学校進学率

0.2%
0.5%

1.5%

.0%

1.0%

2.0%

全体 生活保護世帯 児童養護施設

就職率（中学校卒業後）

61.3%

37.9%
19.6%

.0%

50.0%

100.0%

全体 生活保護世帯 児童養護施設

大学等進学率

8.6%

40.1%

78.3%

.0%

50.0%

100.0%

全体 生活保護世帯 児童養護施設

就職率（高等学校卒業後）
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(3) 長期欠席児童・生徒数 

小学校で 5,000 人以上、中学校で 10,000 人以上の児童・生徒が長期にわたって学校を欠席す

る状況となっている。経済的理由による長期欠席児童・生徒数は少ないものの、さまざまな理

由から教育の機会を奪われることで、将来の就労や経済的自立の支障となり、貧困へとつなが

ることが懸念される。 

 

■ 理由別長期欠席児童・生徒数の推移（神奈川県） （ ）内は全国の人数 

〇小学校 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

理

由 

病気 
1,832 人 

(25,248 人) 

1,589 人

(21,984 人) 

1,394 人

(19,357 人) 

1,505 人 

(19,611 人) 

1,538 人 

(19,595 人) 

経済的 

理由 

7 人 

(47 人) 

5 人 

(61 人) 

9 人 

(67 人) 

3 人 

(43 人) 

19 人 

(47 人) 

不登校 
2,171 人 

(23,927 人) 

2,065 人 

(22,652 人) 

2,160 人 

(22,327 人) 

2,265 人 

(22,463 人) 

2,170 人 

(22,622 人) 

その他 
863 人 

(11,014 人) 

828 人 

(10,977 人) 

882 人 

(10,686 人) 

752 人 

(10,477 人) 

996 人 

(12,076 人) 

計 
4,873 人 

（60,236 人) 

4,487 人

（55,674 人) 

4,445 人 

(52,437 人) 

4,525 人 

(52,594 人) 

4,723 人 

(54,340 人) 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成28 年度 平成 29 年度 

理

由 

病気 
1,532 人 

(20,335 人) 

1,339 人

(18,770 人) 

1,432 人 

(18,981 人) 

1,438 人 

(19,946 人) 

1,621 人 

(20,325 人) 

1,597 人 

(21,480 人) 

経済的 

理由 

2 人 

(34 人) 

－ 

(31 人) 

2 人 

(16 人) 

4 人 

(18 人) 

0 人 

(12 人) 

2 人 

(9 人) 

不登校 
1,927 人 

(21,243 人) 

2,198 人 

(24,175 人) 

2,467 人 

(25,864 人) 

2,350 人 

(27,583 人) 

2,802 人 

(30,448 人) 

3,255 人 

(35,032 人) 

その他 
978 人 

(12,340 人) 

1,033 人

(12,502 人) 

933 人 

(13,001 人) 

1,408 人 

(15,544 人) 

1,057 人 

(16,308 人) 

953 人 

(15,997 人) 

計 
4,439 人 

(53,952 人) 

4,570 人

(55,478 人) 

4,834 人 

(57,862 人) 

5,200 人 

(63,091 人) 

5,480 人 

(67,093 人) 

5,807 人 

(72,518 人) 
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〇中学校 

 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

理

由 

病気 
1,200 人 

(21,320 人) 

1,029 人

(19,420 人) 

950 人 

(17,274 人) 

997 人 

(16,769 人) 

980 人 

(16,861 人) 

経済的 

理由 

24 人 

(194 人) 

11 人 

(146 人) 

8 人 

(137 人) 

9 人 

(86 人) 

6 人 

(72 人) 

不登校 
8,216 人 

(105,197 人) 

8,286 人

(103,985 人) 

7,915 人 

(99,923 人) 

7,810 人 

(97,255 人) 

7,374 人 

(94,637 人) 

その他 
509 人 

(12,171 人) 

523 人 

(12,253 人) 

492 人

(10,876 人) 

484 人 

(10,434 人) 

542 人 

(10,483 人) 

計 
9,949 人

(138,882 人) 

9,849 人

(135,804 人) 

9,365 人 

(128,210 人) 

9,300 人 

(124,544 人) 

8,902 人 

(122,053 人) 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

理

由 

病気 
1,060 人 

(18,481 人) 

1,079 人

(18,169 人) 

1,104 人 

(18,789 人) 

1,422 人 

(21,118 人) 

1,574 人 

(22,488 人) 

1,538 人 

(23,882 人) 

経済的 

理由 

5 人 

(57 人) 

6 人 

(55 人) 

6 人 

(39 人) 

17 人 

(31 人) 

3 人 

(17 人) 

4 人 

(18 人) 

不登校 
6,883 人 

(91,249 人) 

7,109 人

(95,181 人) 

7,273 人 

(96,786 人) 

6,943 人 

(98,408 人) 

8,071 人 

(103,235 人) 

8,983 人 

(108,999 人) 

その他 
646 人 

(11,722 人) 

581 人 

(11,649 人) 

498 人 

(11,236 人) 

921 人 

(12,250) 

685 人 

(13,460 人) 

393 人 

(11,623 人) 

計 
8,594 人

(121,509 人) 

8,775 人

(125,454 人) 

8,881 人 

(126,850 人) 

9,303 人 

(131,807 人) 

10,333 人 

(139,200 人) 

10,918 人 

(144,522 人) 

 

（出典：平成 26年度以前は神奈川県学校基本調査・学校基本調査（文部科学省）、平成 27年度は児

童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査（文部科学省）、平成 28 年度以降は児

童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸問題に関する調査（文部科学省）を基に作成。

平成 29年度は 10 月速報版。） 
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(4) 児童相談所における児童虐待相談対応件数 
児童相談所が相談を受けて対応した児童虐待の件数は年々増加し続けており、平成 29 

年度は、13,928 件で、この 4 年間で約 1.4 倍となっています。児童虐待は、主に身体的虐

待、保護の怠慢ないし拒否、心理的虐待、性的虐待に分類されますが、近年の傾向として

は、特に子どもの面前での配偶者間暴力（DV）による心理的虐待を理由とした警察からの

通告による相談が増加しており、全体の 4 割以上を占めています。 

子どもの安全を図る必要がある場合や保護者による適切な養護が受けられない場合は、

子どもを児童養護施設等へ入所措置する場合があります。 
 
 [神奈川県]  児童虐待相談対応件数の推移（内容別）  

 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 

身体的虐待 1,901 件 2,557 件 2,255 件 2,435 件 2,665 件 

保護の怠慢 
ないし拒否 

2,057 件 2,437 件 2,212 件 2,286 件 2,459 件 

心理的虐待 1,573 件 2,324 件 2,727 件 3,484 件 4,578 件 

性的虐待 145 件 148 件 102 件 119 件 136 件 

計 5,676 件 7,466 件 7,296 件 8,324 件 9,838 件 

 

 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

身体的虐待 2,774 件 2,916 件 3,018 件 3,293 件 

保護の怠慢 
ないし拒否 

2,436 件 3,077 件 3,099 件 3,165 件 

心理的虐待 4,833 件 5,455 件 5,923 件 7,334 件 

性的虐待 147 件 147 件 154 件 136 件 

計 10,190 件 11,595 件 12,194 件 13,928 件 

※県子ども家庭課調べ(政令市･中核市を含む)  
 

[神奈川県・全国] 児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数の推移 

 

   ※「平成 28年度 福祉行政報告例の概要」（平成 29年 11 月 15 日 厚生労働省）より作成    

5676

7466 7296
8324

9838 10190
11595

12194

44211
56384 59919

66701
73765

83931

103286

122578

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

神奈川県

全国

件数（全国）
件数（神奈川県） 
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(5) 児童のいる世帯における母の仕事の状況 

児童のいる世帯における母の仕事の状況は、「仕事あり」が 67.2％で、末子の年齢が高くなる

にしたがって「非正規」の職に就く割合が高くなる傾向にある。 

 

 

 

正社員・

正職員

正社員・正職員

以外

正社員・

正職員

正社員・正職員

以外

＜千円＞ ＜千円＞ ＜千円＞ ＜千円＞

20～24歳 211.9 188.6(89) 203.6(84) 177.0(87)

25～29歳 250.3 209.2(84) 231.9(80) 192.2(83)

30～34歳 293.2 225.8(77) 255.5(75) 196.6(77)

35～39歳 331.9 233.1(70) 268.4(71) 197.7(74)

40～44歳 369.5 237.3(64) 281.5(65) 194.0(69)

45～49歳 412.3 241.3(59) 294.1(62) 190.5(65)

50～54歳 440.5 247.0(56) 298.7(61) 187.2(63)

55～59歳 431.2 246.7(57) 289.9(62) 181.7(63)

60～64歳 323.1 255.2(79) 255.6(68) 183.0(72)

65～69歳 307.5 232.6(76) 255.6(66) 172.4(67)

年齢計 349.0 235.4(67) 262(70) 188.6(72)

平均年齢 42.2歳 48.7歳 39.5歳 44.3歳

勤続年数 13.9 8.8 10.1 6.7

男性 女性

 

（出典：平成 28年国民生活基礎調査 

（厚生労働省）を基に作成） 

※「児童」とは、18 歳未満の未婚の者 

をいう 

 

 

 

 

 

 

  

（出典：平成 28年国民生活基礎調査（厚生労働省）を基に作成） 

注１：その他には、会社・団体等の役員、自営業主、家族従業者、内職、その他、勤めか自営か不詳及び勤め先

での呼称不詳を含む 

注２：「仕事不詳」を含まない 

注３：熊本県を除いたものである。 

■末子の年齢階級別にみた母の仕事の状況 

■ 雇用形態､性､年齢階級別賃金及び雇用形態間賃金格差（全国） 

（出典：平成 28年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）を基に作成） 

注：（ ）内は、男性正社員・正職員を 100 とした場合の数値 

正規の従

業員

22%

非正規の

従業員

36%
その他

9%

仕事なし

33%

■ 平成28年児童のいる世帯の母の

仕事の状況（全国）
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(6) 児童のいる世帯と母子世帯の１世帯あたり平均稼働所得等 

児童のいる世帯の平均稼働所得は約 647 万円であるが、母子世帯は約 214 万円程度となってい

る。また、学習費は、世帯の年間収入の多寡に比例している傾向がある。 

 

■ 平均稼働所得・貯蓄・借入金の状況（全国）        （平成 27 年） 

 稼働所得 貯蓄の有無等 借入金の有無等 

全世帯 403.7 万円 

有 

(平均) 

80.3% 

1033.1 万円 

有 

(平均) 

29.3% 

431.3 万円 

無 14.9% 無 62.3% 

 
 

児童のいる 
世帯 

646.9 万円 

有 

(平均) 

82.1% 

680.0 万円 

有 

(平均) 

53.5% 

949.0 万円 

無 14.6% 無 41.5% 

  母子世帯 213.8 万円 

有 

(平均) 

59.6% 

327.2 万円 

有 

(平均) 

28.1% 

185.1 万円 

無 37.6% 無 64.8% 

（出典：平成 28年国民生活基礎調査（厚生労働省）を基に作成） 

※不詳は表示していないため、合計が 100%にならない 

※「児童」  ：18 歳未満の未婚の者 

※「母子世帯」：死別・離別・その他の理由（未婚の場合を含む。）で、現に配偶者のいな 

い 65 歳未満の女（配偶者が長期間生死不明の場合を含む。）と20 歳未満の  

その子（養子を含む。）のみで構成している世帯 

※ 熊本県を除いたもの 
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■ 平均年収別の学習費支出の状況（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 24年度子供の学習費調査（文部科学省）を基に作成） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：平成 28年度子供の学習費調査（文部科学省）を基に作成） 

 

  

 

平均年収 （平成 24 年調査） 

400 万円 

未満 

400 万円～ 

599 万円 

600 万円～

799 万円 

800 万円 

以上 

公立幼稚園 
構成比 30.2% 38.8% 21.2% 9.8% 

平均額 208 千円 231 千円 242 千円 289 千円以上 

公立小学校 
構成比 20.4% 30.8% 24.8% 24% 

平均額 233 千円 266 千円 325 千円 361 千円以上 

公立中学校 
構成比 17.9% 28.7% 25.6% 27.7% 

平均額 363 千円 419 千円 456 千円 517 千円以上 

公立高等学校 
構成比 21.6％ 26.1% 26.8% 25.4% 

平均額 327 千円 357 千円 388 千円 441 千円以上 

平均年収 （平成 28 年調査） 

400 万円 

未満 

400 万円～ 

599 万円 

600 万円～

799 万円 

800 万円 

以上 

公立幼稚園 
構成比 24.6% 39.2% 25.2% 11.0% 

平均額 20.0 千円 215 千円 247 千円 280 千円以上 

公立小学校 
構成比 15.8% 29.5% 26.5% 28.3% 

平均額 233 千円 266 千円 313 千円 371 千円以上 

公立中学校 
構成比 15.4% 24.8% 26.3% 33.6% 

平均額 393 千円 434 千円 489 千円 512 千円以上 

公立高等学校 
構成比 19.2％ 25.6% 26.6% 28.6% 

平均額 350 千円 396 千円 464 千円 524 千円以上 
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(7) ひとり親世帯数 

平成 27 年の国勢調査によると、本県の母子世帯は 44,040 世帯で、一般世帯 3,979,278 世帯の

1.1%となっており、平成 22 年調査に比べ、0.8％減少している。また、父子世帯は 5,680 世帯で、

一般世帯の 0.1%となっており、平成 22年調査と比べ 13.2％減少している。 

 

■  母子世帯と父子世帯の状況（神奈川県） 

区分 平成 22 年（Ａ） 平成 27 年（B） 
増減 

(B-A)/A*100 

一般世帯 3,830,111 3,979,278 3.9% 

母
子
世
帯 

総数 44,412 44,040 △0.8% 

(対一般世帯構成比) （1.2%） （1.1%）  

配
偶
関
係 

未婚 5,114 7,512 46.9% 

死別 3,795 3,497 △7.9% 

離別 35,503 33,031 △7.0% 

父
子
世
帯 

総数 6,547 5,680 △13.2% 

(対一般世帯構成比) （0.2%） （0.1%）  

配
偶
関
係 

未婚 324 338 4.3% 

死別 1,339 1,372 2.5% 

離別 4,884 3,970 △18.7% 

（出典：平成 27年国勢調査世帯構造等基本集計（総務省統計局）を基に作成） 

※「一般世帯」：学生寮や老人ホーム等の「施設等の世帯」以外の一般世帯  

※「母子世帯」：死別・離別・その他の理由（未婚の場合を含む。）で、現に配偶者の

いない 65 歳未満の女（配偶者が長期間生死不明の場合を含む。）と 20 

歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成している世帯 

※「父子世帯」：死別・離別・その他の理由（未婚の場合を含む。）で、現に配偶者の

いない 65 歳未満の男（配偶者が長期間生死不明の場合を含む。）と 20 

歳未満のその子（養子を含む。）のみで構成している世帯 
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 (8) ひとり親世帯数の将来推計 
国の人口推計によると、ひとり親と子から成る世帯の今後の増加率は、本県は東京に次い 

で 2 番目に高いと予想されています。 

都道府県別 ひとり親と子から成る世帯の推計 

都道府県 

世 帯 数 （1,000 世帯） 
増加率（％） 

(B-A)/A*100 

2015 年 （A） 2020 年  2025 年 （B） 
2015 年 

↓ 
2025 年 

全  国 4982 5338 5558 
253 

11.6 
北海道  240  250 253 

 
5.4 

青森県  60  61 60 0.0 
岩手県  50  52 52 4.0 
宮城県  88  95 98 11.4 
秋田県  39  39 39 0.0 
山形県  36  37 37 2.8 
福島県  73  77 78 6.8 
茨城県  106  112 116 9.4 
栃木県  71  76 79 11.3 
群馬県  73  77 80 9.6 
埼玉県  277  303 321 15.9 
千葉県  230  251 265 15.2 
東京都  552  615 665 20.5 

神奈川県  355  393 422 18.9 
新潟県  80  84 87 8.8 
富山県  35  37 38 8.6 
石川県  39  41 43 10.3 
福井県  24  25 26 8.3 
山梨県  32  34 34 6.3 
長野県  72  76 78 8.3 
岐阜県  64  68 70 9.4 
静岡県  130  139 143 10.0 
愛知県  258  283 300 16.3 
三重県  62  65 67 8.1 
滋賀県  44  48 51 15.9 
京都府  106  114 119 12.3 
大阪府  404  433 450 11.4 
兵庫県  224  238 247 10.3 
奈良県  52  54 56 7.7 

和歌山県  40  41 41 2.5 
鳥取県  22  23 23 4.5 
島根県  24  25 25 4.2 
岡山県  69  73 75 8.7 
広島県  108  114 118 9.3 
山口県  57  59 59 3.5 
徳島県  29  30 30 3.4 
香川県  37  38 39 5.4 
愛媛県  60  62 62 3.3 
高知県  35  36 35 0.0 
福岡県  221  236 245 10.9 
佐賀県  32  33 34 6.3 
長崎県  61  62 63 3.3 
熊本県  70  74 75 7.1 
大分県  45  47 48 6.7 
宮崎県  48  50 50 4.2 

鹿児島県  74  76 77 4.1 
沖縄県  75  82 86 14.7 

注）四捨五入のため合計は必ずしも一致しない 

※「日本の世帯数の将来推計（都道府県別推計）2014 年 4 月推計」より 

※この表の「ひとり親世帯」には、子どもが 20 歳以上の世帯を含みます。 

 

  



12 

 

(9) 生活保護世帯における子どもの数 

生活保護を受給している世帯の子どもは、平成28年度は19,265人となっている。 
 

■  被保護実人員の状況（神奈川県） 

 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 

保
護
率 

神奈川県 1.29% 1.47% 1.60% 1.66% 

全国 1.29% 1.47% 1.59% 1.65% 

実人数（県） 106,540 人 116,940 人 132,788 人 144,103 人 

年
齢
別 

0 ～ 5 歳 3,366 人 3,664 人 4,275 人 4,424 人 

6 ～11 歳 6,404 人 6,669 人 7,332 人 7,663 人 

12～14 歳 3,889 人 4,207 人 4,612 人 4,946 人 

15～17 歳 3,516 人 3,851 人 4,574 人 4,920 人 

合 計 17,175 人 18,391 人 20,793 人 21,953 人 

 

 平成 24 年度 平成 25 年度 平成26年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

保
護
率 

神奈川県 1.71% 1.73%  1.74% 1.74% 1.69% 

全国 1.70% 1.71% 1.71% 1.71% 1.69% 

実人数（県） 150,007 人 153,398 人 155,555 人 156,074 人 155,179 人 

年
齢
別 

0 ～ 5 歳 4,428 人 4,310 人 4,161 人 4,069 人 3,656 人 

6 ～11 歳 7,690 人 7,596 人 7,438 人 7,082 人 6,663 人 

12～14 歳 4,879 人 4,747 人 4,734 人 4,647 人 4,465 人 

15～17 歳 5,132 人 5,166 人 4,967 人 4,783 人 4,481 人 

合 計 22,129 人 21,819 人 21,300 人 20,581 人 19,265 人 

（出典：神奈川県の生活保護を基に作成、保護率は年度末の割合。実人数（県）は、平成 21、22 年度は７月１日時点、

平成 23年度以降は７月 31日現在の人数） 

※保護率は、当月の被保護実人員を同月の総務省「人口推計（概算値）」で除した割合 

 

生活保護世帯における母子世帯の数は平成24年をピークに年々減少している。また、母子世帯

の５割以上が就労している。 
 

■  生活保護世帯である母子世帯の状況（神奈川県） 

 平成 20 年 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

生活保護世帯で 

ある母子世帯数 
7,300 世帯 7,769 世帯 8,567 世帯 8,993 世帯 

う ち 、就 労 世 帯 数

（就労率） 

4,088 世帯 

(56.0%) 

4,007 世帯 

(51.6%) 

4,317 世帯 

(50.4%) 

4,526 世帯 

(50.3%) 

 

 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

生活保護世帯で 

ある母子世帯数 
9,106 世帯 9,067 世帯 9,074 世帯 8,848 世帯 8,372 世帯 

う ち 、就 労 世 帯 数

（就労率） 

4,765 世帯 

(52.3%) 

4,911 世帯 

(54.2％) 

5,020 世帯 

(55.3％) 

4,983 世帯 

(56.3％) 

4,761 世帯 

(56.9％) 

（出典：神奈川県の生活保護を基に作成） 



子どもの貧困対策推進計画の指標の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30

1
生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学
率 92.8％ 94.3％ 95.2％ 96.8% 96.1% －

2
生活保護世帯に属する子どもの高等学校等中退
率 3.3％ 4.9％ 4.8％ 4.5％ 5.0% －

3 生活保護世帯に属する子どもの大学等進学率 44.9％ 36.7％ 34.0％ 35.1％ 37.9% －

4
生活保護世帯に属する子どもの就職率（中学校
卒業後） 2.4％ 1.4％ 1.1％ 0.8％ 0.5% －

5
生活保護世帯に属する子どもの就職率（高等学
校卒業後） 33.4％ 39.4％ 46.1％ 38.8％ 40.1% －

6
児童養護施設の子どもの進学率（中学校卒業
後） 94.5％ 97.1％ 98.7％ 100％ 97.0% －

7
児童養護施設の子どもの就職率（中学校卒業
後） 5.5％ 1.5％ 1.3％ 0.0％ 1.5% －

8
児童養護施設の子どもの進学率（高等学校卒業
後） 21.6％ 21.4％ 22.2％ 22.2％ 19.6% －

9
児童養護施設の子どもの就職率（高等学校卒業
後） 64.9％ 71.4％ 68.9％ 77.8％ 78.3% －

10
母子父子自立支援員相談受付件数（児童（教育
等）） 1,241件 1,285件 1,229件 1,296件 1,415件 －

11
母子父子自立支援員相談受付件数（生活一般
（就労等）） 4,500件 4,183件 4,209件 4,661件 5,031件 －

12
母子父子自立支援員相談受付件数（生活援護
（福祉資金等）） 8,673件 9,202件 10,284件 10,906件 9,257件 －

13
児童扶養手当の受給資格者数と児童数（受給資
格者数） 58,679人 61,990人 61,999人 61,750人 59,455人 －

児童扶養手当の受給資格者数と児童数（児童
数） 83,542人 81,564人 81,780人 80,560人 75,761人 －

14 スクールソーシャルワーカーの配置人数 36人 73人 90人 93人

15 スクールカウンセラーの配置率（小学校） 78.6％ 100％ 100％ 100％ 100%

16 スクールカウンセラーの配置率（中学校） 100％ 100％ 100％ 100％ 100%

17
高等学校奨学金の貸与基準を満たす希望者のう
ち、奨学金の貸与を認められた者の割合と貸付
件数（割合）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ －

高等学校奨学金の貸与基準を満たす希望者のう
ち、奨学金の貸与を認められた者の割合と貸付
件数（件数）

4,979件 4,696件 4,050件 3,324件 2,766件 －

18
母子寡婦福祉資金（修学資金）の貸与基準を満
たす希望者のうち、修学資金の貸与を認められ
た者の割合と貸付件数（割合）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ －

母子寡婦福祉資金（修学資金）の貸与基準を満
たす希望者のうち、修学資金の貸与を認められ
た者の割合と貸付件数（件数）

★650件 635件 631件 634件 667件 －

19
母子寡婦福祉資金（就学支度資金）の貸与基準
を満たす希望者のうち、就学支度資金の貸与を
認められた者の割合と貸付件数（割合）

100％ 100％ 100％ 100％ 100％ －

母子寡婦福祉資金（就学支度資金）の貸与基準
を満たす希望者のうち、就学支度資金の貸与を
認められた者の割合と貸付件数（件数）

256件 248件 260件 246件 346件 －

は、神奈川県の指標として公表している数値 ★計画冊子の数値は誤りのため修正（×1,030件　○650）

は、設定指標以前の数値

× は、神奈川県の指標ではない数値

— は、不明の数値（算出していない）

Ｃ
群

Ｄ
群

Ｃ
Ｄ
群

神奈川県

生
活
保
護
世
帯
の
子
ど
も

NO

Ａ
群

Ｂ
群

児
童
養
護
施
設
の
子
ど
も

ひ
と
り
親
世
帯
の
子
ど
も

学
び
の
機
会
の
確
保

ひ
と
り
親
＋
学
び

指標

＜指標の分類＞

A群「生活保護世帯の子どもに関するもの」：指標NO１～NO５

B群「児童養護施設の子どもに関するもの」：指標NO６～NO９

C群「ひとり親世帯の子どもに関するもの」：指標NO10～NO13

D群「学びの機会の確保に関するもの」 ：指標NO14～NO18

C・D群「ひとり親世帯の子どもに関するもの」＋「学びの機会の確保に関するもの」

：指標NO19


